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たばこハームリダクションとFCTC：COP11における問題点および課題

はじめに
2025年11月17日から22日まで、スイス・ジュネーブでたばこ規制枠組条約（FCTC）に関する第
11回締約国会合（COP）が開催され、世界各国の政府代表団が参集し、たばこおよびニコチン
に関連した政策についての議論がなされる。

FCTCやCOPとはどのような会合か、本会合の運営方法および出席者に関する詳細は、附則の
GSTHR資料「たばこ規制枠組条約（FCTC）と締約国会合（COP）：解説」を参照のこと。

本資料では、FCTCがその目的を達成しているかどうかやCOPプロセスにおける問題点について
触れる。さらに、来たる第11回締約国会合（COP11）での議論が予想される、より安全なニコチ
ン製品（SNP）とたばこハームリダクション（THR）に関しても考察する。

たばこ使用を減らすために、FCTC はどれほどの効果
をもたらしているのか?
FCTC 第 3 条に定められている包括的な目的は、「たばこの消費およびたばこの煙への曝露によ
る健康、社会、環境および経済への壊滅的な影響から、現在および将来の世代を保護すること」
である。1 2014 年の 第6回COP会合で数値化され、COP は締約国に対して2025 年までにたば
こ使用を 30% 削減するという世界的な自主目標を採択するよう求めた。2 本目標は、大幅に未達
となっている。

FCTCが2005年に発効した当時、WHOは世界の喫煙者数を13億人と推定した。3 2024年の
WHOによる数字では、20年弱が経過してもほとんど変わっておらず、2022年の世界の喫煙者数
は12億5000万人とされている。4 WHOが2025年に発表した喫煙率データによると、世界の男性
による喫煙率は2007年の36.8%から、2023年に28.1%に減少している。5 この16年間でわずか
8.7%の減少であり、依然として世界の男性の4人に1人は喫煙による健康被害の危険にさらされ
ている。

2019年に英国医学雑誌に掲載されたある研究では、「2003年にFCTCが採択されて以来、世
界のたばこ消費量の減少率に[...]有意な変化は見られなかった」と指摘されている。6 多くの高
所得国では、FCTCの採択以前から、数十年間にわたって喫煙率が低下したが、低・中所得国
（LMIC）では同様の傾向は認められていない。

2022年のランセット誌の記事では、オークランド大学名誉教授で非感染性疾患
（NCD）予防の世界的な専門家であり、WHOの元職員でもあるロバート・ビー
グルホール氏とルース・ボニータ氏は、次のように執筆している。

「世界の喫煙者の5人に4人は低・中所得国（LMIC）の国民である。年間
800万人のたばこ関連死の大部分はこれらの国々で発生し、喫煙率は緩
やかにしか低下していない。[...] FCTCはもはや目的に則しておらず、特に
低所得国においてはなおさらである。」7

「世界の喫煙者の5人に4人は
低中所得国（LMIC）に居住して
いる。年間800万人のたばこ関

連死の大部分はこれらの国々で
発生しており、喫煙率は緩やか

にしか低下していない。」
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FCTC は、SNPへの世界的なアクセスにどのような影
響を与えているか?
ニコチンベイプ（電子たばこ）、スヌース、ニコチンパウチ、加熱式たばこ製品などのSNPへの消
費者によるアクセスは、たばこに関連した死亡や疾病に対する世界的な闘いにおいて、たばこ
ハームリダクションによる公衆衛生上の可能性を実現する上で極めて重要である。しかしなが
ら、SNPに関する世界的な規制と管理は、非常に多岐に渡っている。各国政府は、これらの製品
の使用に対して、全面禁止（既存のたばこ規制法を適用するケースもある）から、様々な規制枠
組みまで、あらゆる措置を講じてきた。公式な対応が取られていない国々では、規制の空白が生
じている。

SNPは、燃焼式の紙巻きたばこよりもはるかに安全であり、すでに何百万人も
の人々の禁煙に役立っていることを示す証拠は蓄積されつつある。8 しかしな
がら、WHOはTHRに断固として反対しているようである。近年では、WHOと
それに関連する多くの影響力のある組織や資金提供者は、各国に対してSNP
を全面禁止するか、SNPを厳しく制限的に規制・課税するように明確に求め
てきた。2019年にインドの電子たばこ禁止決定を主導したインドの保健大臣
は、WHO事務局長表彰を受けた。9

それにもかかわらず、すべての国々が規則に従っているわけではない。FCTCは
法的拘束力を持つものの、遵守違反に対する強制力はなく、たばこ規制は依然として国内政策
の問題となっている。

FCTC締約国の2カ国は、部分的なたばこハームリダクション政策を採用し、電子たばこへの切り
替えによる禁煙を推奨している。両国とも、公衆衛生上の大きな成果を上げている。ニュージー
ランドでは、喫煙率が2000年の28.9%から2021年には10.9%に低下し、電子たばこの使用率は
2025年に13%へ上昇すると予測されている。英国では、喫煙率が2005年の24%から2025年には
10.8%に低下し、電子たばこの使用率は10%に上昇すると予測されている。10 さらに、チェコ、イ
タリア、ドイツ、ハンガリー、日本、リトアニア、ノルウェー、スロバキアおよび韓国など、「公式」に
THR政策スタンスを持たない多くの国々では、消費者が自然に紙巻きタバコからSNPに切り替え
ている傾向が市場データに見られる。たばこハームリダクションは、WHOの反対にもかかわらず、
すでに広く実施されている。だが、WHOがHIV/エイズや薬物使用の場合と同様に、ハームリダク
ションを公式に取り入れれば、さらに何百万もの人々が危険なたばこをやめることにつながるの
ではないだろうか？

FCTCは法的拘束力を持つもの
の、遵守しない場合の強制力は
なく、たばこ規制は依然として

国内政策の問題である。
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なぜ国営たばこ会社を擁する締約国が、COPのテー
ブルに着いているのか?
多国籍たばこ産業およびそれと関連のある個人や組織は、それが間接的または歴史的であって
も、COPへの出席を禁じられている。

しかしながら逆説的に、条約締約国の中には、自国の国内または国営のたばこ会社を独占、ある
いは相当数の株式を保有している国もある。これらの国々は依然としてCOP会合に出席してい
る。中国の完全国有企業である中国国家たばこ集団（CTNC）は、売上高で世界最大のたばこ会
社であり、世界のたばこ販売の46%を占めている。11 日本政府は、売上高上位5社の一つである
日本たばこ産業インターナショナル（JTI）の株式37.5%を保有する。12 たばこ会社を全額または
相当数の株式を国有化している他の締約国には、タイ、ベトナム、エジプト、イランなどがある。

FCTC 事務局の資金調達構造は機能しているか?
FCTC 事務局は、事務局の主要業務に対する賦課された拠出金と、特定プロジ
ェクトに対する予算外（または任意）拠出金の双方によって、条約締約国か
ら資金援助を受けている。

2024～2025年度のFCTC総予算は19,498,888ドルだった。13 2026
～2027年度の予算案は20,115,895ドルである。14 各締約国の分
担金は、当該国の国内総生産（GDP）に基づく計算式を用いて
算出される。各締約国の負債額は、FCTC事務局によって毎年
公表され、未払い分も併せて公表される。分担金は、米ドルで
支払われる。

賦課された拠出金から予想される年間総収入は、2020年か
ら2021年以降では8,801,093ドルで安定している。15 当期間
中に国際市場でドルが変動期を迎え、2025年には他の主要
通貨に対して下落した。

さらに、締約国が想定された拠出金を支払わなかったこ
とによる予算不足は、2020～2021年度の総額の2.2%か
ら、2022～2023年度には5.1%に増加した。2025年3月31日時
点で、2024～2025年度に見込まれる賦課金の未払い残高は42%
（3,700,348ドル）に達しており、多くの締約国が拠出を遅らせてい
ることを示唆している。

予算不足、ドル相場変動、そして賦課金の納付遅延を鑑みると、予算外拠
出金はFCTC事務局にとってさらに重要になっている。2024～2025年度には
予算外拠出金が総予算（10,697,795ドル）の55%を占め、2026～2027年度には
56%（11,314,802ドル）を占めると予想されている。16
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予算外拠出金への依存が招く代償とは?
予算外拠出金の出所に関する情報はほとんどない。あるウェブページ（2025年
9月にアクセス）には、「締約国会合（COP）及び締約国会合（MOU）で採択さ
れた作業計画の実施のため、2022年から2023年の2年間に事務局に対して予
算外支援を提供した締約国及び団体に感謝する」と記載されている。2022年
から2023年以降の期間に関する情報は提供されていない。17 いくつかの締約
国は、寄付に対して明確に名指しされて謝意が示されているが、締約国以外の
どの「団体」が事務局の活動を支援したかについての情報はない。

WHOが、たばこ規制だけでなく、その活動全般において任意拠出金に依存し
ていることについては、以前から懸念が示されてきた。ある調査によると、任意
拠出金は2010年にはWHOの総予算の75%を占め、2021年には88%に増加した。この種の資金は
「ドナー指定のプログラムやプロジェクトに充てられる」傾向があり、「WHOの戦略的優先事項か
ら焦点を逸らし、WHOの民主的構造を弱体化させ、少数の裕福なドナーに不当な権力を与えてい
る」という懸念が生じている。18

慈善家であるマイケル・ブルームバーグ氏は、複数のNGOへの寄付やWHOの活動支援のための
直接寄付を通じて、たばこ規制に多大な貢献をしている。2005年以降、ブルームバーグ氏は16億
ドルの資金をこの問題に投じてきた。19

2016年にブルームバーグ氏は、WHOの非感染性疾患（NCD）と傷害に関する世界大使に任命さ
れ、本稿執筆時点でもその職に就いている。20 たばこ使用削減のためのブルームバーグ・イニシア
チブは、FCTCに概説されているMPOWER対策の実施に数百万ドルの支援を行っており、そのほ
とんどは低所得国と中所得国に集中している。21,22 2025年にブルームバーグ慈善事業はWHOの
世界たばこ流行報告書に資金提供した。23

世界たばこ規制同盟（GATC）に名称変更される以前の枠組み条約同盟の創設メンバーには、た
ばこのない子供たちのためのキャンペーン（CTFK）や東南アジアたばこ規制同盟が含まれてい
た。両団体とも、ブルームバーグからの資金援助を長年にわたって受けている。GATCに加盟して
いる他の団体を特定することは困難だが、多くの団体がGATCの共同受益者で
あると考えられる。

ブルームバーグ資金は、SNPを規制するのではなく、制限または禁止する政策
を支援するために長年利用されてきた。米国では、パートナー機関が資金を利
用して「フレーバー付き電子たばこを禁止する103州および地方条例の成立」を
促進してきた。24 他の国々では、CTFKの活動を通じて、ブルームバーグ資金が
SNPを禁止する法案に影響を与え、さらに起草するために利用されている。こ
の政治的介入は、フィリピンとメキシコの両国でも精査の対象となっている。25

いくつかの締約国は、寄付に対
して明確に名指しされて謝意が
示されているが、締約国以外の
どの「団体」が事務局の活動を
支援したかについての情報は

ない。

ブルームバーグ基金は、SNP
を規制するのではなく、制限ま
たは禁止する政策を支援する
ために長年利用されてきた。多
くの低所得国および中所得国
は、FCTCに定められたたばこ
規制措置を実施するために、ブ
ルームバーグ基金に依存して

いる。
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多くの低・中所得国は、FCTCに定められたたばこ規制措置の実
施にあたって、ブルームバーグ基金に依存している。WHO自身
も、その活動の多くをブルームバーグ基金に依存する。こうし
た依存は、国内および国際レベルの双方において政策に過
大な影響を与えており、喫煙率の低下において、たばこハー
ムリダクションが果たし得る役割（既に多くの国で果たし
ている役割）について、明確かつ客観的な評価を妨げてい
る。

COP会合は、なぜ非公開で開催されるの
か?
資金問題は、国際的なたばこ規制が直面する透明性の問
題の一側面に過ぎない。FCTCが交渉されている間（2000
～2003年）と第3回までのCOP会合では、傍聴席が開放され、
誰でも審議を傍聴できた。だが時が経つにつれ、締約国の決定
によって、一般市民とメディアは初日の全体会合を除くすべての会
合から締め出された。

議事録の大部分は、公開ストリーミングでは配信されず、事後視聴も提供
されていない。メディア関係者は、会合開催日の60日前までに認証申請を行
い、たばこ業界またはその利益を追求するいかなる団体とも金銭的、雇用、または
職業的な関係を有していないことを宣言する必要がある。パンデミックの影響により、会合
がバーチャル形式で行われた2021年以降、開会および閉会の全体会合はオンラインで配信され
ている。26 ただし、これらのセッションは形式的なものであり、締約国によって事前に準備された
声明で構成されている。

公式開会後、議事の公開放送は行われず、議事録も公開されない。つまり、実質的な議論は非
公開で行われ、締約国とFCTC事務局が承認した認定オブザーバーのみが参加
できる。

COP をめぐる秘密主義と統制のレベルは、他の条約締約国に受け入れられる
ものではない。27 人権委員会、麻薬委員会、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の国際取引に関する条約 (CITES)、気候変動に関する COP 会合など、他の
国連機関の会合の運営方法とは異なるものである。

これらの条約会合は、数多くの市民社会組織や影響を受けるグループの参
加を促進している。例えば、2024年までに、気候変動に関する締約国会議
（COP）はNGOの3,782団体と国際機関の174団体にオブザーバー資格を与え
た。気候変動枠組条約のウェブサイトによると、これらのNGOは「幅広い利益を代表し、企業、
環境団体、農業、先住民、地方自治体、市町村、研究機関、学術機関、労働組合、女性・ジェン
ダー団体、若者団体などの代表者が含まれている」。28

公式開会後、議事の公開放送は
行われず、議事録も公開されな
い。実質的な議論は非公開で行

われる。
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これとは対照的に、FCTC COPはわずかNGOの28団体とIGOの28団体にオブ
ザーバー資格を与えている。29 現在までに、たばこ規制措置によって直接影響
を受ける人々を代表する擁護団体は、より安全なニコチン製品を使用する人々
を代表する独立団体を含め、GATCのオブザーバー資格または加盟資格がある
とみなされていない。COP10に合わせて開催された会合に出席するため、パナ
マ市に滞在していたTHR擁護団体の存在は、WHOの目に留まらなかったわけ
ではないようだ。パナマ当局は、「有害製品を宣伝するTシャツやパンフレット」
を捜索するため、複数のホテルを家宅捜索した。30

FCTC COPの資金の大部分は、締約国からの公的資金によるものである。し
たがって、公的な説明責任と透明性が求められる。現状ではこれが欠如してお
り、COPにおける透明性の欠如について、政府の説明責任担当部門へ提起すべきである。

COP11では、ハームリダクションと SNP についてどの
ような議論が行われるのか?
COP会合の議題は、過去のCOPで要請された報告書の議論や、締約国から提示される新たな
提案に基づいて策定される。議題の作成は、COP事務局が担当する。

2025年6月17日に発表されたCOP11暫定議題には、項目4.5にて、より安全なニコチン製品に関
する議論が含まれている。31 そこには、このように記載されている。

「4.5 たばこの消費、ニコチン中毒、たばこの煙への曝露を防止し、削減するための措置の
実施、並びにたばこ産業の「ハームリダクション」に関する主張に照らし、たばこ産業の商
業的およびその他の既得権益からそのような措置を保護すること（WHO FCTC第5条2項
(b)および第5条3項）」

ハームリダクションは、WHOと国連による薬物使用とHIV/AIDSへのより広範な
対応に組み込まれた、エビデンスに基づいた公衆衛生戦略である。FCTC前文
第1条(d)によると、ハームリダクションはたばこ規制の3つの戦略的な柱の一つ
である。だが、今回の議題では前文を省略し、第5条2項(b)を参照することでハ
ームリダクションを導入している。

第5条第2項の文言は、「各締約国は…効果的な立法上、行政上、その他の措置
を採択し実施するとともに、たばこ消費、ニコチン依存症及びたばこの煙への
曝露を防止し、削減するための適切な政策を策定するにあたり、必要に応じて
他の締約国と協力するものとする」と規定している。

第5条2項の観点からハームリダクションを導入し、その用語を引用符で囲むこ
とは、そのアプローチがたばこ業界の発明であることを暗示している。それは脅
威としてのみ提示され、より安全なニコチン製品が公衆衛生に多くの利益をも
たらし得るという認識を一切許さないものである。

現在までに、たばこ規制措置に
よって直接影響を受ける人々を
代表する擁護団体は、GATCの
オブザーバー資格や加盟資格が

あるとはみなされていない。
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第5条2項に焦点を当てることで、事務局は可燃性たばこの消費量とたばこの煙
への曝露の削減よりも、ニコチンの使用と依存症の問題を優先している。人々
が危険なたばこの使用をやめることを可能にすることで、より安全なニコチン
製品へのアクセスは、喫煙による害を軽減し、たばこの煙をなくすことにつなが
る。この議題は、より安全な製品のハームリダクションの可能性を無視し、あら
ゆるニコチン使用を有害なものとして位置づけようとする試みである。

議題4.5はまた、FCTC第5条3項にも言及し、同条は締約国は「国内法に従い、
たばこ産業の商業的利益その他の既得権益から…政策を保護しなければなら
ない」と規定している。この言及が含まれていることは、ハームリダクションがた
ばこ産業の戦術として位置づけられていることを示唆している。

議題4.5では、FCTC第5条3項にも言及しており、締約国は「国内法に従い、た
ばこ産業の商業的利益その他の既得権益から…政策を保護しなければならな
い」と規定されている。この言及が含まれていることからも、ハームリダクション
がたばこ産業の戦術として位置づけられていることを示唆している。

セントクリストファー・ネイビスが提出した、ハームリダクションについて議論す
るための作業部会の設置要請は却下され、COP11では取り上げられない。

COP11に先立って公表された一連の文書として9月下旬、「将来を見据えたたば
こ規制措置（WHO FCTC第2条1項関連）」に関する新たな専門家グループに
よる文書が追加された。ここでいう「将来を見据えたたばこ規制措置」とは、FCTCに規定されて
いる措置よりも「人の健康をより良く保護するため」（第2条1項）に踏み込んだ措置を指す。専門
家グループの報告書には、SNP、特に経口たばこと加熱式たばこ製品への消費者のアクセスを低
下させる可能性のある複数の勧告が含まれている。32 たばこハームリダクションの支持者たちは、
専門家グループの構成に、明確にハームリダクションに反対する立場をとる多数のNGOが参加し
ていることにも懸念を示した。33

COP10と同様に、COP11でSNPに影響を与える可能性のある分野としては、電子たばこのオープ
ンでカスタマイズが可能なシステムに対する規制強化や禁止の要請、未成年者の好みに合うとさ
れるフレーバーの禁止や制限、ニコチン塩の制限、加熱式たばこ製品から発生するエアロゾルを
煙として分類する可能性のある「煙」の再定義などが挙げられる。

COP11では、たばこ製品の定義の拡大や、たばこの広告や宣伝に対する規制を拡張し、SNPのオ
ンライン販売を禁止または制限すること、ニコチン削減や販売場所の削減、たばこ製品の購入の
世代間禁止などの「たばこ終盤戦略」の奨励、人権、製造業者の民事および刑事責任に関する
議論など、SNPに関連した議論が行われる可能性もある。

第5条2項の観点からハームリダ
クションを導入し、その用語を
引用符で囲むことは、そのアプ

ローチがたばこ業界の発明であ
ることを暗示している。

人々が危険なたばこの使用を
やめられるようにすることで、よ
り安全なニコチン製品へのアク
セスは喫煙による害を減らし、
たばこの煙をなくすことが可能

となる。
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当方もしくは当団体は、いかにして COP に参加でき
るのか？
前述のとおり、COP 組織外の個人や団体が議事進行を追跡し、貢献できる機
会はほとんどない。

COPの活動と決定は、締約国が責任を負う。各国においてCOPの活動の主導
権を握るのは通常、保健省だが、場合によっては関連事項を扱う権限を持つ他
の省庁が主導することもある。前回のCOP会合（COP 10）の代表者リストはこ
こから閲覧が可能である。34 COP 11にも、多くの関係者が出席すると想定される。

団体は、たばこ規制を担当する省庁の職員に直接または国会議員を通じてアプローチすること
ができる。国会議員は、COP会合の重要性やFCTCに関する政府の立場に十分に精通していな
いことが多く、団体は重要課題について、国会議員に説明することができる。

団体は、オブザーバー資格を有する国際機関（IGO）やNGOに対し、自らの見解を伝えることも
できる。主要メディアは、FCTCやCOPについて十分な情報を持っておらず、会合で議論される問
題の重要性について注意を払う必要がある。

団体は、ソーシャル メディア @FCTCofficial を通じて、あるいはイベント期間中は#COP11 およ
び #FCTCCOP11を通じて FCTC 事務局とやり取りすることが可能である。

COPWATCHのウェブサイトhttps://copwatch.info/ は、COP 開催前および開催中の課題に関
する最新情報を提供している。

まとめ
FCTCが、たばこ使用に起因する世界的な死亡者数と疾病数の削減に対して効
果を上げられていないことは、以前から明らかである。喫煙者は依然として10
億人を超え、毎年推定800万人がたばこ関連死で亡くなっている。

FCTC改革における唯一の現実的な手段は、条約締約国を通じた改革である。
成人喫煙者の禁煙を支援するために、SNPを導入し、そのアクセスを可能に
し、支援してきた締約国は、喫煙率低下という恩恵を受けている。これらの国々
は、COPによる決定によって進展が阻害されることのないように、措置を講じる
必要がある。さらに、これらの締約国は、世界の公衆衛生に対して、より広範な
責任も負っている。その責任とは、たばこハームリダクションがたばこ使用の削
減を促進する能力が、COP11以降も適切に考慮されるようにすることである。

COP 組織外の個人や団体が、
議事進行を追跡し、貢献できる

機会はほとんどない。

FCTC改革の唯一の現実的な手
段は、条約締約国を通じた改革
である。成人喫煙者の禁煙を支
援するためにSNPを導入し、そ
のアクセスを可能にして支援して
きた締約国は、喫煙率低下とい

う恩恵を受けている。

https://fctc.who.int/resources/publications/i/item/fctc-cop-10-div-1-list-of-participants
https://fctc.who.int/resources/publications/i/item/fctc-cop-10-div-1-list-of-participants
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